


・側溝や水路からのいやな臭いがなくなります。

・ハエや蚊などの害虫が減ります。

・側溝や水路、川が汚れるのを防ぎます。

・家庭や工場から出る「汚水（台所、風呂、トイレなど）」と、道路に降った
「雨水」をまとめて「下水」と呼びます。
今回は家庭から出る「汚水」に焦点をあてています。



・下水道へ接続すると汚水を直接下水道本管へ流せて大変便利です。
ただし、野菜くず・油・ごみを流したり、トイレで溶けにくい紙の使用は、
排水設備がつまったり、下水処理場の働きを悪くするのでやめましょう。

・排水管がつまったら、指定工事店に依頼してください。

・浄化槽の点検などの依頼がなくなります。

・浄化槽の定期的な汲み取りが必要なくなります。

・ブロワーの故障がなく修理がなくなります。



約 10,000円もお得！

● 下水道使用料 約 57,000円

● 浄化槽維持管理費 約 67,000円

※１ ４人家族が毎月28㎥使用した場合（１年間）

※２ 構造例示型浄化槽 ５人槽（内訳：保守点検費 ＋ 清掃費 ＋ 法定検査費 ＋ 電気代）
環境省廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室及び公益財団法人日本環境整備教育センターによる
「令和５年度 浄化槽の法定検査及び維持管理の実態把握に関する調査検討業務報告書」より

年間



・下水道の使用料は、主に汚水の処理に係る費用並びに処理場やポンプ場、
下水道管などの維持管理費として使われます。

・下水道使用料は水道料金とほぼ同じ金額で、水道料金と一緒にお支払い
いただきます。

・浄化槽は保守点検費・清掃費・法定検査費・電気代が必ずかかってきま
すが、下水道では使った分だけ費用がかかります。



※ 見積りに出張費や見積作成費がかかる場合があります。電話等により事前に見積費用がかかるかご確認ください。
※ 費用は家の構造、配管や経路、設置業者などによって異なります。

・指定工事店は、１８０店（令和７年９月８日現在）が登録されています。
市のホームページに掲載しておりますので、参考にしてください。

指定工事店一覧 →

①工事の依頼は指定工事店へ

接続の工事を行う際には、必ず市の｢指定工事店｣
へ依頼してください。
指定工事店が現地調査・設計・見積りをします。
工事費用・施工方法・支払条件等について打ち合
わせをして、その内容をよく検討してください。

②計画確認の申請･確認の通知

あなたに代わって指定工事店が市に計画書を提出
し、工事計画について市の確認を受けます。
市で審査し、その計画が適正と認められると、市
から確認書が通知されます。

③工事は開始から数日で完了

上記確認書が通知されると工事に入ります。
工事はおおむね数日で完了します。トイレを含め
て水道が使えないのは１日くらいです。

④工事完了の後に検査を実施

工事が完了すると、指定工事店は市に完了届を提
出し、市の検査を受けます。
使用者が公共下水道使用開始届を提出すれば下水
道を使用できます。



Ｑ排水管が詰まったらどうすればいいです
か？

Ａ指定工事店は排水管のプロフェッショナ
ルです。排水管が詰まったら、まずは指定
工事店に連絡してください。

Ｑ下水道の使用料はどのように計算され
ますか？

Ａ下水道使用料は、使用した水量に応じ
て計算されます。

10㎥までは基本料金で一律1,650円です。
10㎥以降は1㎥あたりの金額が加算され、
10㎥～20㎥は165円、20㎥～30㎥は
176円、30㎥～50㎥は187円、50～
100㎥は198円、100㎥以降は209円で
す。

1㎥は容量1,000ℓで、一般家庭の浴槽は
およそ200～280ℓです。

Ｑ指定工事店はどのように選んだらいいで
すか？

Ａ知り合いの業者や家の近くの業者、近所
で工事をしたことがある業者を紹介しても
らえると安心ですね。



お問い合わせ先
〒303-8501
常総市水海道諏訪町3222-3
常総市 下水道課
TEL：0297-23-2924（直通）

「まだ下水道に接続されていないご家庭」に、下水道課の職員が水洗化について
ご説明に伺うことがあります。みなさまの快適な暮らしのための大切なご案内で
す。訪問の際は、どうぞご協力をお願いいたします。


